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使用薬剤の購入価格（薬価基準）の全面改正に伴う実施上の留意事項について 

平成元年 3 月 18 日 保険発第 20 号 
各都道府県民生主管部（局）保険・国民健康保険主管課（部）長あて  

厚生省保険局医療課長通知 
 

 「使用薬剤の購入価格（薬価基準）（平成元年 3 月厚生省告示第 35 号）」において「都道府県に

おける購入価格によるものとする」となっている医薬品（歯科用薬剤を除く。）の標準とする価格

については下記のとおりとし、平成元年 4 月 1 日より実施することとしたので通知する。 
記 

   A・C・D 加新鮮血液    230ml 1 袋    4,030 円 
   A・C・D 加新鮮血液    460ml 1 袋    7,410 円 
   乾燥 E 型ボツリヌス抗毒素 10,000 単位 1 瓶  45,200 円 
               （溶解液付） 
 ○局  乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 E 型 10,000 単位 1 瓶 45,200 円 
                （溶解液付） 
 ○局  乾燥ボツリヌスウマ抗毒素 A・B・E 型各 1 万単位 1 瓶 139,560 円 

F 型 4 千単位（溶解液付） 
 ○局  乾燥ボツリヌス抗毒素  A・B・E 型各 1 万単位   1 瓶  139,560 円 

F 型 4 千単位（溶解液付） 
   C・P・D 加新鮮血液      228ml 1 袋     4,030 円 
   C・P・D 加新鮮血液      456ml 1 袋        7,410 円 
   へパリン加新鮮血液       230ml 1 袋     4,700 円 
   へパリン加新鮮血液       460ml 1 袋     8,680 円 
 ○局  保存血液    228ml 1 袋又は 230ml 1 袋     4,030 円 
 ○局  保存血液    456ml 1 袋又は 460ml 1 袋     7,410 円 
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